
令 和 ８ 年 度

新座市国民健康保険事業特別会計

事 業 別 予 算 説 明 書

埼 玉 県 新 座 市



事 業
区　 分 金　　額

総務費

総務管理費
一般管理費

節
細　節　及　び　細　々　節

１款

１項
１目

0001 一般管理費 40,781

40,781一般管理業務01 報酬1 8,605 1報酬 8,605

前年当初額 76,928

6 8,605会計年度任用職員報酬

職員手当等3 3,304 1職員手当等 3,304

19 1,794会計年度任用職員期末手当

20 1,510会計年度任用職員勤勉手当

旅費8 213 1旅費 213

1 213費用弁償

需用費10 491 1消耗品費 228

1 34消耗品費

2 194図書費

4印刷製本費 263

1 263印刷製本費

役務費11 12,319 1通信運搬費 10,057

2 10,057通信運搬費

8手数料 2,262

31 2,262国保情報集約システム手数料

委託料12 15,695 3委託料（その他） 15,695

31 4,755資格確認書等作成委託料

34 10,593国民健康保険システム改修委託料

36 347国保事業報告システム改修委託料

使用料及び13 154 1使用料及び賃借料 154

賃借料

1 10通行料

3 144会場使用料
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国民健康保険事業特別会計

（単位：千円）

事　      　　業    　　  　概　  　    　要

本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳

特   定   財   源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

【国保年金課】10,593 30,188

 レセプト点検に係る会計年度任用職員報酬、医療費通知郵送費や一般管理事国庫支出金 繰入金

務に係る共通事務経費等を計上する。
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事 業
区　 分 金　　額

総務費

総務管理費
国民健康保険団体連合会負担金

節
細　節　及　び　細　々　節

１款

１項
２目

0002 国民健康保険団体連合会負担金 1,520

1,520国民健康保険団体連01 負担金、補18 1,520 2負担金、補助及び交付金（その他） 1,520

合会負担金 助及び交付

金前年当初額 1,570 31 1,520国民健康保険団体連合会負担金

１款 総務費

総務管理費１項

３目 国民健康保険中央会負担金

0003 国民健康保険中央会負担金 1,478

1,478国民健康保険中央会01 負担金、補18 1,478 2負担金、補助及び交付金（その他） 1,478

負担金 助及び交付

金前年当初額 1,274 31 1,478国民健康保険中央会負担金

１款 総務費

徴収費２項

１目 賦課徴収費

0001 賦課徴収費 3,413

3,413賦課業務01 需用費10 3,113 4印刷製本費 3,113

前年当初額 3,391

1 3,113印刷製本費

負担金、補18 300 2負担金、補助及び交付金（その他） 300

助及び交付

金 31 300還付不能金返還金

１款 総務費

運営協議会費３項

１目 運営協議会費

0001 運営協議会費 383

383国保運営協議会01 報酬1 287 1報酬 287

前年当初額 407

31 287運営協議会委員報酬
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国民健康保険事業特別会計

（単位：千円）

事　      　　業    　　  　概　  　    　要

本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳

特   定   財   源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

【国保年金課】1,520

 埼玉県国民健康保険団体連合会は、国民健康保険法第８３条の規定により、繰入金

保険者が共同して国民健康保険事業の目的を達成するために設立された団体で

あり、県内の全市町村が加入し、保険者の規模に応じてその運営経費を負担す

る。

【国保年金課】1,478

 国民健康保険中央会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づ繰入金

き、国民健康保険事業の普及等を目的として組織された公益財団法人であり、

中央会が運営するオンライン資格確認等システムについて、保険者の規模に応

じてその運営経費を負担する。

【国保年金課】3,413

 国民健康保険税の賦課業務に係る経費を計上する。繰入金

【国保年金課】383

 国民健康保険事業の適正な運営を図るため、国民健康保険法第１１条に基づ繰入金

き、国民健康保険運営協議会を設置し、必要に応じて国民健康保険の運営に関
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事 業
区　 分 金　　額

総務費

運営協議会費
運営協議会費

節
細　節　及　び　細　々　節

１款

３項
１目

旅費8 60 1旅費 60

1 45費用弁償

2 15特別職旅費

負担金、補18 36 2負担金、補助及び交付金（その他） 36

助及び交付

金 31 36埼玉県国保協議会負担金

１款 総務費

趣旨普及費４項

１目 趣旨普及費

0001 趣旨普及費 671

671趣旨普及活動01 需用費10 671 4印刷製本費 671

前年当初額 749

1 671印刷製本費

２款 保険給付費

療養諸費１項

１目 一般被保険者療養給付費

0001 一般被保険者療養給付費 7,586,790

7,586,790一般被保険者療養給01 負担金、補18 7,586,790 2負担金、補助及び交付金（その他） 7,586,790

付費 助及び交付

金前年当初額 7,556,690 31 7,586,790一般被保険者療養給付費

２款 保険給付費

療養諸費１項

２目 一般被保険者療養費

0002 一般被保険者療養費 97,152

97,152一般被保険者療養費01 負担金、補18 97,152 2負担金、補助及び交付金（その他） 97,152

助及び交付前年当初額 105,686

金 31 97,152一般被保険者療養費
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国民健康保険事業特別会計

（単位：千円）

事　      　　業    　　  　概　  　    　要

本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳

特   定   財   源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

する審議を行う。

１ 構成員

（１）被保険者代表 ４人

（２）保険医・保険薬剤師代表 ４人

（３）公益代表 ４人

（４）被用者保険等保険者代表 ３人

２ 開催予定回数 ３回

【国保年金課】671

 国民健康保険制度を理解するための小冊子を転入資格取得者等に配布し、国繰入金

民健康保険制度等の啓発を図るため、パンフレットを作成する。

【国保年金課】7,586,790

 一般被保険者が保険医療機関等で診療を受けた場合、その医療費の原則７割県支出金

（義務教育就学前は８割、７０歳以上は７割又は８割）を医療機関等を通じて

負担する。

【国保年金課】97,152

 一般被保険者がやむを得ない理由により、保険医療機関等において自費で診県支出金

療を受けた場合及び柔道整復等に係る費用を１０割支払った場合、後日その診

療に要した費用を被保険者の一部負担金を除いて給付する。
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事 業
区　 分 金　　額

保険給付費

療養諸費
審査支払手数料

節
細　節　及　び　細　々　節

２款

１項
３目

0003 審査支払手数料 19,290

19,290審査支払手数料01 委託料12 19,290 3委託料（その他） 19,290

前年当初額 19,761

31 18,598審査支払手数料

32 327レセプト電算処理システム手数料

33 365レセプトオンライン請求システム

手数料

２款 保険給付費

高額療養費２項

１目 一般被保険者高額療養費

0001 一般被保険者高額療養費 1,148,176

1,148,176一般被保険者高額療01 負担金、補18 1,148,176 2負担金、補助及び交付金（その他） 1,148,176

養費 助及び交付

金前年当初額 1,144,953 31 1,148,176一般被保険者高額療養費

２款 保険給付費

高額療養費２項

２目 一般被保険者高額介護合算療養費

0002 一般被保険者高額介護合算療養費 2,500

2,500一般被保険者高額介01 負担金、補18 2,500 2負担金、補助及び交付金（その他） 2,500

護合算療養費 助及び交付

金前年当初額 2,500 31 2,500一般被保険者高額介護合算療養費

２款 保険給付費

移送費３項

１目 一般被保険者移送費

0001 一般被保険者移送費 100

100一般被保険者移送費01 負担金、補18 100 2負担金、補助及び交付金（その他） 100

助及び交付前年当初額 100

金 31 100一般被保険者移送費
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国民健康保険事業特別会計

（単位：千円）

事　      　　業    　　  　概　  　    　要

本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳

特   定   財   源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

【国保年金課】18,144 1,146

 保険医療機関等から請求を受けた診療報酬明細書（レセプト）の審査を埼玉県支出金

県国民健康保険団体連合会に委託する。

【国保年金課】1,148,176

 一般被保険者の医療費の自己負担を軽減するため、所得や年齢に応じて定め県支出金

る一定限度額を超える医療費を支払った場合、その超えた金額を給付する。

【国保年金課】2,500

 一般被保険者の医療及び介護費用の自己負担を軽減するため、所得や年齢に県支出金

応じて定める一定限度額を超える費用を支払った場合、その超えた金額を給付

する。

【国保年金課】100

 一般被保険者が療養を受けるため、適切な理由で転院等を行った場合、その県支出金

移送に要した費用を給付する。
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事 業
区　 分 金　　額

保険給付費

出産育児諸費
出産育児一時金

節
細　節　及　び　細　々　節

２款

４項
１目

0001 出産育児一時金 40,000

40,000出産育児一時金01 負担金、補18 40,000 2負担金、補助及び交付金（その他） 40,000

助及び交付前年当初額 45,000

金 31 40,000出産育児一時金

２款 保険給付費

出産育児諸費４項

２目 審査支払手数料

0002 審査支払手数料 17

17審査支払手数料01 委託料12 17 3委託料（その他） 17

前年当初額 19

31 17審査支払手数料

２款 保険給付費

葬祭諸費５項

１目 葬祭費

0001 葬祭費 10,500

10,500葬祭費01 負担金、補18 10,500 2負担金、補助及び交付金（その他） 10,500

助及び交付前年当初額 11,000

金 31 10,500葬祭費

３款 国民健康保険事業費納付金

医療給付費分１項

１目 一般被保険者医療給付費分

0001 一般被保険者医療給付費分 2,884,527

2,884,527一般被保険者医療給01 負担金、補18 2,884,527 2負担金、補助及び交付金（その他） 2,884,527

付費分 助及び交付

金前年当初額 2,833,696 31 2,884,527一般被保険者医療給付費分
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国民健康保険事業特別会計

（単位：千円）

事　      　　業    　　  　概　  　    　要

本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳

特   定   財   源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

【国保年金課】40,000

 被保険者の妊娠４か月を超える出産（生産、死産を問わない。）について、

当該被保険者の属する世帯主に対し、５０万円を給付する。

【国保年金課】17

 出産育児一時金直接支払制度に伴う医療機関等への支払事務を代行する埼玉

県国民健康保険団体連合会に対し、支払手数料を支払う。

【国保年金課】10,500

 被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った者に５万円を給付する。

【国保年金課】2,884,527

 国民健康保険法に基づき、県の特別会計において負担する保険給付費等交付

金の交付に要する費用、その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるため

、県に納付する。
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事 業
区　 分 金　　額

国民健康保険事業費納付金

後期高齢者支援金等分
一般被保険者後期高齢者支援金等分

節
細　節　及　び　細　々　節

３款

２項
１目

0001 一般被保険者後期高齢者支援金等分 1,028,382

1,028,382一般被保険者後期高01 負担金、補18 1,028,382 2負担金、補助及び交付金（その他） 1,028,382

齢者支援金等分 助及び交付

金前年当初額 1,031,133 31 1,028,382一般被保険者後期高齢者支援金等

分

３款 国民健康保険事業費納付金

介護納付金分３項

１目 介護納付金分

0001 介護納付金分 420,273

420,273介護納付金分01 負担金、補18 420,273 2負担金、補助及び交付金（その他） 420,273

助及び交付前年当初額 403,236

金 31 420,273介護納付金分

３款 国民健康保険事業費納付金

子ども・子育て支援納付金分４項

１目 子ども・子育て支援納付金分

0001 子ども・子育て支援納付金分 104,102

104,102子ども・子育て支援01 負担金、補18 104,102 2負担金、補助及び交付金（その他） 104,102

納付金分 助及び交付

金前年当初額 0 31 104,102子ども・子育て支援納付金分

４款 保健事業費

特定健康診査等事業費１項

１目 特定健康診査等事業費

0001 特定健康診査等事業費 135,744

135,744特定健康診査等事業01 報償費7 2,528 1報償費 2,528

前年当初額 136,719

31 2,528特定健診受診記念品

需用費10 3,034 1消耗品費 529

1 523消耗品費

2 6図書費

4印刷製本費 2,505
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国民健康保険事業特別会計

（単位：千円）

事　      　　業    　　  　概　  　    　要

本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳

特   定   財   源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

【国保年金課】1,028,382

 国民健康保険法に基づき、県の特別会計において社会保険診療報酬支払基金

に支出する後期高齢者支援金等の費用に充てるため、県に納付する。

【国保年金課】420,273

 国民健康保険法に基づき、県の特別会計において社会保険診療報酬支払基金

に支出する介護納付金の費用に充てるため、県に納付する。

【国保年金課】104,102

 国民健康保険法に基づき、県の特別会計において社会保険診療報酬支払基金

に支出する子ども・子育て支援納付金の費用に充てるため、県に納付する。

【国保年金課】31,765 103,979

 ４０歳以上７５歳未満の被保険者を対象に、生活習慣病及び内臓脂肪症候群県支出金

（メタボリックシンドローム）予防に着目した特定健康診査を実施する。
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事 業
区　 分 金　　額

保健事業費

特定健康診査等事業費
特定健康診査等事業費

節
細　節　及　び　細　々　節

４款

１項
１目

1 2,505印刷製本費

役務費11 1,100 1通信運搬費 1,100

2 1,100通信運搬費

委託料12 15,409 3委託料（その他） 15,409

31 243特定健診受診券発券委託料

32 747特定健診通知作成委託料

33 4,466集団健診委託料

34 132健診結果説明会委託料

36 209特定健診対象者データ抽出委託料

38 7,303特定健診受診勧奨委託料

41 2,309特定健診結果情報提供委託料

使用料及び13 40 1使用料及び賃借料 40

賃借料

12 40ライセンス使用料

負担金、補18 113,633 2負担金、補助及び交付金（その他） 113,633

助及び交付

金 31 113,513特定健診費補助金

32 120特定健診等共同広報事業分担金

４款 保健事業費

特定健康診査等事業費１項

２目 特定保健指導費

0002 特定保健指導費 7,777

7,777特定保健指導01 報償費7 1,467 1報償費 1,467

前年当初額 9,023

1 1,467講師謝礼金

需用費10 619 1消耗品費 395

1 395消耗品費

4印刷製本費 224

1 224印刷製本費

役務費11 29 7その他の保険料 29
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国民健康保険事業特別会計

（単位：千円）

事　      　　業    　　  　概　  　    　要

本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳

特   定   財   源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

【国保年金課】1,219 6,558

 ４０歳以上７５歳未満の被保険者を対象に、生活習慣病及び内臓脂肪症候群県支出金

（メタボリックシンドローム）予防に着目した特定保健指導を実施する。
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事 業
区　 分 金　　額

保健事業費

特定健康診査等事業費
特定保健指導費

節
細　節　及　び　細　々　節

４款

１項
２目

1 29傷害等保険料

委託料12 5,658 3委託料（その他） 5,658

31 5,658特定保健指導委託料

負担金、補18 4 2負担金、補助及び交付金（その他） 4

助及び交付

金 31 4埼玉県市町村行政栄養士協議会負

担金

４款 保健事業費

保健事業費２項

１目 保健衛生普及費

0001 保健衛生普及費 378

378保健衛生普及業務01 役務費11 213 9その他の役務費 213

前年当初額 7,921

31 213歩数計管理アプリ利用料

負担金、補18 165 2負担金、補助及び交付金（その他） 165

助及び交付

金 31 165保養施設利用補助金

４款 保健事業費

保健事業費２項

２目 疾病予防費

0002 疾病予防費 34,484

34,484疾病予防01 需用費10 239 1消耗品費 3

前年当初額 37,595

1 3消耗品費

4印刷製本費 236

1 236印刷製本費

役務費11 39 1通信運搬費 39

2 39通信運搬費
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国民健康保険事業特別会計

（単位：千円）

事　      　　業    　　  　概　  　    　要

本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳

特   定   財   源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

【国保年金課】378

 被保険者の健康増進事業として、保養施設の利用助成及びコバトンＡＬＫＯ

Ｏマイレージ事業を実施する。

１ 宿泊施設利用助成

（１）助成額 大人２，０００円、子供（小学生）１，０００円

（２）施 設 埼玉県国民健康保険団体連合会共同事業施設

２ コバトンＡＬＫＯＯマイレージ事業に参加するためのアプリ利用料

【国保年金課】34,484

 疾病を予防し、医療費の負担軽減を図るため、人間ドック検診受診者に対し

助成を実施するほか、疾病予防対策、医療費節減対策の一環としてシールを配

布する。

１ 人間ドック検診助成

（１）眼底検査あり 助成額 ３０，９０９円

（２）眼底検査なし 助成額 ２８，５００円

２ 医療費軽減シール配布

  「ジェネリック医薬品希望シール」 ２０，０００部作成

３ 後発医薬品利用による差額通知書

  １年に２回、後発医薬品利用による差額案内を通知する。
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事 業
区　 分 金　　額

保健事業費

保健事業費
疾病予防費

節
細　節　及　び　細　々　節

４款

２項
２目

委託料12 32 3委託料（その他） 32

31 23後発医薬品利用差額通知書作成委

託料

32 9後発医薬品利用差額通知コールセ

ンター利用料

負担金、補18 34,174 2負担金、補助及び交付金（その他） 34,174

助及び交付

金 31 27,698生活習慣病予防対策費補助金

32 6,476生活習慣病重症化予防対策事業分

担金

５款 基金積立金

基金積立金１項

１目 国民健康保険財政調整基金積立金

0001 国民健康保険財政調整基金積立金 1

1国民健康保険財政調01 積立金24 1 2積立金（その他） 1

整基金積立金

前年当初額 1 31 1国民健康保険財政調整基金利子積

立金

６款 諸支出金

償還金及び還付加算金１項

１目 一般被保険者保険税還付金

0001 一般被保険者保険税還付金 30,000

30,000一般被保険者保険税01 償還金、利22 30,000 1返還金・還付金等 30,000

還付金 子及び割引

料前年当初額 30,000 31 30,000一般被保険者保険税過誤納金還付

金
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国民健康保険事業特別会計

（単位：千円）

事　      　　業    　　  　概　  　    　要

本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳

特   定   財   源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

４ 生活習慣病重症化予防対策事業

  糖尿病性腎症の重症化予防を目的とし、未受診者・受診中断者に対しての

 受診勧奨と、糖尿病性腎症治療者に対しての保健指導・継続支援を実施する

 。

【国保年金課】1

 新座市国民健康保険財政調整基金条例の規定に基づき、国民健康保険財政の財産収入

健全な運営を図る経費の財源に充てるため、基金を積み立てる。

【国保年金課】30,000

 一般被保険者の転出等により生じた国民健康保険税の過納に対する還付金を

計上する。
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事 業
区　 分 金　　額

諸支出金

償還金及び還付加算金
償還金

節
細　節　及　び　細　々　節

６款

１項
２目

0002 償還金 1

1償還金01 償還金、利22 1 1返還金・還付金等 1

子及び割引前年当初額 1

料 32 1保険給付費等交付金償還金

６款 諸支出金

償還金及び還付加算金１項

３目 一般被保険者還付加算金

0003 一般被保険者還付加算金 300

300一般被保険者還付加01 償還金、利22 300 1返還金・還付金等 300

算金 子及び割引

料前年当初額 300 31 300一般被保険者還付加算金

６款 諸支出金

繰出金２項

１目 一般会計繰出金

0001 一般会計繰出金 1

1一般会計繰出金01 繰出金27 1 1繰出金 1

前年当初額 1

31 1一般会計繰出金

７款 予備費

予備費１項

１目 予備費

0001 予備費 10,000

10,000予備費01

前年当初額 10,000
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国民健康保険事業特別会計

（単位：千円）

事 業 概 要

本 年 度 予 算 の 財 源 内 訳

特   定   財   源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

【国保年金課】1

 過年度に交付された県の補助金について、実績報告により金額が確定し、精

算を行う。超過交付分が生じた場合は償還する。

【国保年金課】300

 一般被保険者の転出等により生じた国民健康保険税の過納に対する還付加算

金を計上する。

【国保年金課】1

 前年度の法定負担分の繰入金を精算し、超過交付分を一般会計へ繰り出す。

【国保年金課】10,000

 予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、使途を特定しない予算とし

て予備費を計上する。
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